
第２３回 出雲崎町農業委員会総会議事録 

 

１ 開催日時 令和元年７月３０日（火）午後４時００分から午後４時２０分 

 

２ 開催場所 出雲崎町役場 会議室 

 

３ 出席委員 

農業委員（５人） 

会長         ２番  内藤 仁 

会長職務代理者    ４番  森山 一郎 

委員          

１番  遠藤 文男 

３番  岡田 美由紀 

５番  佐藤 一也 

  農地利用最適化推進委員（５人） 

吉水 隆 

田中 秀和 

権田 数榮 

小柳 昌幸 

                  内藤 喜四郎 

 

４ 欠席委員 なし 

   

 

５ 議事日程 

 

第１ 議事録署名委員の指名 

第２ 報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

議案第１号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定に 

よる農用地利用集積計画の決定について 

      

６ 農業委員会事務局職員 

事務局長   大矢 正人 

事務局係長  黒﨑 陽介 

 

７ 会議の概要 

事 務 局   ただいまから第２３回出雲崎町農業委員会総会を開会いたします。 

   

議  長  本日は全員出席しております。総会は成立しておりますので総会を進行いた

します。 

議  長  それでは、出雲崎町農業委員会会則第１３条第２項に規定する議事録署名委



員ですが、議長から指名させていただくことにご異議ありませんか。 

   

   （異議なし） 

   

議  長  それでは、３番 岡田委員、４番 森山委員にお願いいたします。 

なお、本日の会議書記には、事務局職員の黒﨑係長を指名いたします。 

   

議  長  ３番の諸般の報告をさせていただきます。 

   

  【出席した内容について口頭で報告】 

  ・市町村農業委員会会長会議ほか 

   期日：７月２日（火）・３日（水） 

   場所：糸魚川市「権現荘」ほか 

   出席者：内藤会長 

   

  ・地域別農業委員会研修会 

   期日：７月２３日（火） 

   場所：上越市「ユートピアくびき希望館」 

   出席者：農業委員４名、推進委員３名、黒﨑係長 

   

議  長  それでは議事に入ります。報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による

通知について事務局より説明願います。 

   

事 務 局  報告第 1号について説明します。議案書１ページからご覧ください。 

報告第１号農地法第１８条第６項の規定による通知について、４件の報告が

ございます。 

   

  【議案書に基づいて内容を説明】 

   

  シーズン中ではありますが耕作人を変更するための解約となります。変更

先の耕作人については、この後の議案第１号の農用地利用集積計画にて説明

いたします。 

以上になります。 

   

議  長  ただいま事務局より説明がありましたが、ご意見、ご質問のある方は挙手願

います。 

   

  （意見、質問なし） 

   

議  長  以上で報告第１号を終わります。 

   

議  長  続きまして、農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地利



用集積計画の決定について事務局より説明願います。 

   

事 務 局  議案第１号について説明します。議案書５ページからご覧ください。 

議案第１号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地

利用集積計画の決定について、新規設定５件の申請がありました。全件、先ほ

どの合意解約に伴う借り手の変更による申請となります。 

   

  【議案書に基づいて内容を説明】 

   

事 務 局  全件ともシーズン途中でありますが、所有者と新旧耕作人の話し合いによ

るものであります。このたびの案件に係る耕地は議事資料でもご確認いただ

けるとおり合意解約した耕地も含め一団地化している箇所であります。現場

の環境は狭い沢であり木々に囲まれ日照時間も少なく耕作条件の悪いところ

であります。また耕作者も前期高齢者でありました。このたび案件では一番面

積を占める地権者であるＹさんと受け手であるＴさんがご親族関係にあり、

同じ町内にお住まいの隣接地権者の耕地も含めて請負うことになりました。

Ｔさんは兼業ではありますが年齢も３０代半ばであり若く、向こう十数年の

耕地保全も期待できることと思われます。 

 以上このたびの利用集積計画の案件となります。計画内容については申請書

類内容ほか受け手からの聞き取り等により農業経営基盤強化促進法第１８条

の３項の各要件を満たせることを確認いたしました。 

以上になります。 

   

議  長  ただいまの説明について、ご意見、ご質問のある方は挙手願います。 

   

４  番  説明からすると、申請地は以前、転作地等で保全管理がされていたのでしょ

うか。 

   

事 務 局  そのとおりです。減反政策が終了してからは耕作や保全管理もあいまいとな

り、関係者話合いによる結果となります。 

 

議  長  他にご意見、ご質問のある方は挙手願います。 

   

  （意見、質問なし） 

   

議  長  ご意見、ご質問がないようですので、原案のとおり議案第１号について許可

することに賛成の方は、挙手願います。 

   

  （委員の挙手） 

   

議  長  全員ですので、議案第１号は原案のとおり許可いたします。 

   



議  長  以上で、本日の議案の審議はすべて終了いたしました。 

この際、その他の件について、委員からが発言あれば挙手をお願いいたしま

す。 

   

  （発言なし） 

   

議  長   それでは、以上をもちまして出雲崎町農業委員会第２３回総会を閉会いたし

ます。 

   

 

 

出雲崎町農業委員会会議規則第１３条第２項の規定により、ここに署名します。 

 

    令和元年７月３０日 

 

                 議      長                  ㊞ 

 

 

                議事録署名委員 

           ３ 番              ㊞ 

 

 

議事録署名委員 

４ 番              ㊞    


